
補助対象者　能代市内の企業・個人事業主
※原則として市内で1年以上事業を営んでいること
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補助対象事業

補助額

申請の流れ 申請の流れ

県外人材を採用する事業所を支援します！

能代市首都圏等人材
採用支援補助金

A 求人情報発信力強化支援

申請手続き
県外人材獲得のためのSNS等を利用
した求人情報発信、動画制作

　　　　　※着手前申請
交付決定前の費用は補助対象となりません。

市内事業所の皆さまへ
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B 人材獲得サービス利用支援

補助率

　※事前相談必須
採用前の事前相談が必要です。

　補助率２分の１　上限２０万円

※採用人材が35歳未満の場合は上限30万円

　補助率２分の１　上限１０万円

成功報酬型人材紹介サービスを利用
した県外人材の採用

能代市環境産業部 商工労働課 商工労働係
０１８５‐８９‐２１８６TEL

FAX ０１８５‐８９‐１７７５ E-Mail  syokou@city.noshiro.lg.jp

補助額

補助対象事業

※県外人材を雇用して3か月経過後、
　3か月以内に申請

※同一年度内１申請まで ※同一年度内2人まで

千円未満切り捨て 千円未満切り捨て



申請対象企業の条件

提出書類

　市内で1年以上事業を営み、市税に滞納がない企業または
　個人事業主
　　※個人事業主の場合、事業所及び代表者の住所地が能代市内の場合に限る。

能代市環境産業部 商工労働課 商工労働係
０１８５‐８９‐２１８６TEL

FAX ０１８５‐８９‐１７７５ E-Mail  syokou@city.noshiro.lg.jp

A 求人情報発信力強化支援

B 人材獲得サービス利用支援

□補助金交付申請書（様式第1号）　□経費を明らかにする書類（見積書等）
□事業計画概要書（別紙1）　　　　□納税証明書（市税）
□収支予算書（別紙2）　　　　　　□本市で事業を営んでいることが分かる書類
□誓約書（別紙3）　　　　　　　　（登記事項証明書・開業届等）

補助対象経費
A 求人情報発信力強化支援

B 人材獲得サービス利用支援

就職情報ウェブサイトへの求人広告費、SNS等インターネット広告媒体への求人広
告費、人材採用を目的とする動画制作費用（民間事業者へ外注するものに限る。）

成功報酬型人材紹介サービスを利用し、人材を獲得した際の手数料

※雇用した人材が3か月以上勤務している場合に限る。

□実績報告書（様式第5号）　　　　□領収書・請求書等の写し
□事業実施概要書（別紙1）　　　　□掲載した広告内容が分かる書類
□収支決算書（別紙2）　　　　　　（動画制作の場合は完成品のデータ）
□補助金交付請求書（様式第7号）

□補助金交付申請書（様式第10号 ） 　　□利用したサービス内容を確認できる書類
□採用実施概要書（別紙1）　　　    　　□領収書・請求書等の写し
□誓約書（別紙2）　　　　　　　    　　□雇用契約書の写し
□納税証明書（市税）　　  　　    　 　  □出勤簿の写し（申請日時点までのもの）
□事業を営んでいることが分かる書類      □請求書（様式第7号）※交付決定後
□雇用保険費保険者資格取得等確認通知書の写し
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□採用計画概要書兼同意書（様式第8号）　
□利用する成功報酬型人材紹介サービスの内容・料金が確認できる書類
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